
〔添付書類五〕 

（第八条-２） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

の安全性が損なわれることはない。  

 

(２ ) 風（台風）  

水戸地方気象台の観測記録（ 1937 年～ 2013 年）における 大瞬間

風速を考慮し、建築基準法に基づき風荷重を設定し、これに対し構造

健全性を有する設計とする。  

 

(３ ) 竜巻  

大風速 69m/s の竜巻が発生した場合において、全ての施設を対象

に影響を評価した結果、事前の廃棄物の退避が困難な廃棄物の処理又

は保管を行う施設の主要な安全機能である遮蔽機能及び閉じ込め機能

を有する設備は、飛来物となり得る設備の固縛や評価対象設備への飛

来物の衝突を防ぐ設備の設置により、構造健全性を維持し安全機能を

損なわない設計とする。  

消火設備のうちガス消火設備については、設備を有する建家又は設

備（セル等）に損傷は生じず、屋外に敷設している配管の損傷を防止

するための対策を講じ、構造健全性を維持し、安全機能を損なわない

設計とする。  

その他の安全機能については、地震後の施設の点検と同様、竜巻襲

来 後 に は 施 設 を 点 検 す る こ と や 、 安 全 機 能 が 喪 失 し た 設 備 に つ い て

は、あらかじめ配置している代替設備・機器（通信連絡設備において

は無線連絡設備、放射線管理設備についてはサーベイメータ、消火設

備については消火器や消火栓設備、火災検知設備）により、人員が現

場に駆けつけて対応できることを含め、必要な安全機能を損なわない

設計とする。  

また、藤田スケール（以下 F とする。）１クラスの 大風速である

49m/s においては、施設の構造健全性を維持し、全ての安全機能が損

なわれない設計とする。  

竜巻随伴事象として、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」に基

づき、火災、溢水及び外部電源喪失を考慮する。  

火災については、自動車の衝突により発生する火災の影響を評価し

て、安全機能の維持に影響を与えない設計とする。  

溢水については、廃棄物管理施設内 で溢水が発生した場合におい

ても、  

 

の安全性が損なわれることはない。  

 

(２ ) 風（台風）  

水戸地方気象台の観測記録（ 1937 年～ 2013 年）における 大瞬間

風速を考慮し、建築基準法に基づき風荷重を設定し、これに対し構造

健全性を有する設計とする。  

 

(３ ) 竜巻  

大風速 69m/s の竜巻が発生した場合において、全ての施設を対象

に影響を評価した結果、事前の廃棄物の退避が困難な廃棄物の処理又

は保管を行う施設の主要な安全機能である遮蔽機能及び閉じ込め機能

を有する設備は、飛来物となり得る設備の固縛や評価対象設備への飛

来物の衝突を防ぐ設備の設置により、構造健全性を維持し安全機能を

損なわない設計とする。  

消火設備のうちガス消火設備については、設備を有する建家又は設

備（セル等）に損傷は生じず、屋外に敷設している配管の損傷を防止

するための対策を講じ、構造健全性を維持し、安全機能を損なわない

設計とする。  

その他の安全機能については、地震後の施設の点検と同様、竜巻襲

来 後 に は 施 設 を 点 検 す る こ と や 、 安 全 機 能 が 喪 失 し た 設 備 に つ い て

は、あらかじめ配置している代替設備・機器（通信連絡設備において

は無線連絡設備、放射線管理設備についてはサーベイメータ、消火設

備については消火器や消火栓設備、火災検知設備）により、人員が現

場に駆けつけて対応できることを含め、必要な安全機能を確保する設

計とする。  

 

 

 

竜巻随伴事象として、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」に基

づき、火災、溢水及び外部電源喪失を考慮する。  

火災については、自動車の衝突により発生する火災の影響を評価し

て、安全機能の維持に影響を与えない設計とする。  

溢水については、廃棄物管理施設内で溢水が発生した場合におい

ても、  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維 持 す べ き 安 全 機 能

の見直し  

維 持 す べ き 安 全 機 能

の見直し  

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第八条-３） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

安全機能を損なわないよう、放射性物質を含む液体を内包する容器

又は配管の破損によって、放射性物質を含む液体が管理区域外へ漏え

いすることを防止できるよう堰やピットを設ける設計とすることで、

安全機能の維持に影響を与えない設計とする。  

外部電源喪失については、廃棄物管理施設の遮蔽機能及び閉じ込め

機能を維持するための電力は不要であることから、外部電源喪失の影

響により廃棄物管理施設の安全性が損なわれることはない。  

 

設 計 上 想 定 し た 竜 巻 に 対 し て は 全 て の 安 全 機 能 を 維 持 す る 設 計 と

し 、 F２ の 大 風 速 の 竜 巻 に 対 し て は 遮 蔽 及 び 閉 じ 込 め の 機 能 を 有 す

る設備の構造健全性を維持して必要な場合には代替設備等の活用によ

り 安 全 機 能 を 維 持 す る 。 ま た 、 F１ の 大 風 速 に 対 し て は 、 施 設 の 構

造健全性を維持し、全ての安全機能が損なわれない設計とする。  

 

(４ ) 凍結  

水戸地方気象台の観測記録（ 1897 年～ 2013 年）の日 低気温の極

値 を 考 慮 し 、 廃 棄 物 管 理 施 設 に 設 置 す る 屋 外 設 置 の 開 放 型 の 冷 却 塔

に つ い て は 、 冬 季 に は 水 温 を 調 整 す る ヒ ー タ ー 機 能 を 有 す る 設 計 と

す る 。 ま た 、 換 気 フ ィ ル タ ユ ニ ッ ト に つ い て は 、 乾 式 で 使 用 す る 設

計 と し 、 ‐ 60℃ ま で 使 用 で き る フ ィ ル タ パ ッ キ ン を 用 い る 設 計 と す

る。  

 

(５ ) 降水  

降水に対しては、廃棄物管理施設は標高約 24～ 40m の台地に設置さ

れており、敷地に降った雨水は主に敷地を西から東に流れるように設

置 し た  一 般 排 水 溝 に 流 入 し 、 排 水 能 力 を 超 え る 分 は 敷 地 内 を 表 流 水

として谷地に流れ及び地面に浸透し、鹿島灘に流れることから、設計

上考慮する必要はない。  

 

(６ ) 積雪  

安全機能を損なわないよう、放射性物質を含む液体を内包する容器

又は配管の破損によって、放射性物質を含む液体が管理区域外へ漏え

いすることを防止できるよう堰やピットを設ける設計とすることで、

安全機能の維持に影響を与えない設計とする。  

外部電源喪失については、廃棄物管理施設の遮蔽機能及び閉じ込め

機能を維持するための電力は不要であることから、外部電源喪失の影

響により廃棄物管理施設の安全性が損なわれることはない。  

 

設 計 上 想 定 し た 竜 巻 に 対 し て は 全 て の 安 全 機 能 を 維 持 す る 設 計 と

し、藤田スケール（以下「Ｆ」という。）２の 大風速の竜巻に対し

ては遮蔽機能及び閉じ込め機能を有する設備並びに消火設備のうちガ

ス消火設備の構造健全性を維持して必要な場合には代替設備等の活用

により安全機能を維持する。  

 

(４ ) 凍結  

水戸地方気象台の観測記録（ 1897 年～ 2013 年）の日 低気温の極

値 を 考 慮 し 、 廃 棄 物 管 理 施 設 に 設 置 す る 屋 外 設 置 の 開 放 型 の 冷 却 塔

に つ い て は 、 冬 季 に は 水 温 を 調 整 す る ヒ ー タ ー 機 能 を 有 す る 設 計 と

す る 。 ま た 、 換 気 フ ィ ル タ ユ ニ ッ ト に つ い て は 、 乾 式 で 使 用 す る 設

計 と し 、 ‐ 60℃ ま で 使 用 で き る フ ィ ル タ パ ッ キ ン を 用 い る 設 計 と す

る。  

 

(５ ) 降水  

降水に対しては、廃棄物管理施設は標高約 24～ 40m の台地に設置さ

れており、敷地に降った雨水は主に敷地を西から東に流れるように設

置 し た  一 般 排 水 溝 に 流 入 し 、 排 水 能 力 を 超 え る 分 は 敷 地 内 を 表 流 水

として谷地に流れ及び地面に浸透し、鹿島灘に流れることから、設計

上考慮する必要はない。  

 

(６ ) 積雪  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の見直し  

記載の見直し  

維 持 す べ き 安 全 機 能

の適正化  

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第八条-１２） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

（本文）  

 

ロ  廃棄物管理施設の一般構造  

(6) その他の主要な構造  

廃棄物管理施設は、以下の方針のもとに安全設計を行う。  

a)  廃棄物管理施設は、敷地で予想される台風、積雪、火山、森林火

災等の自然現象及び飛来物その他の外部衝撃の影響により安全性を

損なうことのない設計とする。  

 

b)  廃棄物管理施設は、自然現象の 53 事象の内、地震及び津波を除

く、安全確保上考慮すべき事象として洪水、風（台風）、竜巻、凍

結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森

林火災の発生の可能性又は発生した場合を過去の記録及び周囲の環

境条件から評価し、安全性を損なうことのない設計とする。  

c)  廃棄物管理施設は、飛来物その他の外部衝撃について、事業所又

はその周辺において想定される当該廃棄物管理施設の安全性を損な

わせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意

に よ る も の を 除 く 。 ） と し て 、 飛 来 物 （ 航 空 機 落 下 等 ） 、 ダ ム 崩

壊、施設内貯槽の決壊、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突

又は電磁波障害を評価し、安全性を損なわない設計とする。  

 

（本文）  

 

ロ  廃棄物管理施設の一般構造  

(6) その他の主要な構造  

廃棄物管理施設は、以下の方針のもとに安全設計を行う。  

a)  廃棄物管理施設は、外部からの衝撃（想定される自然現象及び想

定される廃棄物管理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれが

ある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。））の

影響により安全性を損なうことのない設計とする。  

b)  廃棄物管理施設は、自然現象の 53 事象の内、地震及び津波を除

く、安全確保上考慮すべき事象として洪水、風（台風）、竜巻、凍

結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森

林火災の発生の可能性又は発生した場合を過去の記録及び周囲の環

境条件から評価し、安全性を損なうことのない設計とする。  

c)  廃棄物管理施設は、事業所又はその周辺において想定される当該

廃棄物管理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるもの（故意によるものを除く。）として、飛来

物（航空機落下等）、ダム崩壊、施設内貯槽の決壊、近隣工場等の

火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁波障害を評価し、安全性を損

なわない設計とする。  

 

 

 

 

 

 

維 持 す べ き 安 全 機 能

の適正化  

 

 

 

 

 

 

 

記載の見直し  

 



〔添付書類五〕 

（第八条-１８） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

（３）「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」に規定されている基準

竜巻による施設の損傷を仮定し、核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物が飛来物として施設外へ飛散することがないよ

うな固縛等の措置や適切な除染係数等を考慮して周辺公衆が受け

る実効線量を評価し、 5mSvを超えない場合には、基準竜巻ではな

く、敷地及びその周辺における過去の記録を勘案して適切に設定

した竜巻により、安全機能の維持を確認できるとしている。  

竜巻により安全機能を喪失した場合の影響は、第一条（定義）

で示した評価のとおり、周辺公衆の実効線量の評価値が 5mSvを超

えないため、竜巻の想定については、敷地及びその周辺における

影響が も大きい竜巻として、 1979年 5月 27日に旭村（現  鉾田

市）で発生し、大洗町で消滅した藤田スケールＦ１～Ｆ２の竜巻

があり、また、竜巻のハザード曲線より年超過確率 10- 5の竜巻が

Ｆ２であることから、直接安全機能を有する施設の評価に用いる

大風速はＦ２の 大である 69 m/sとするとしている。直接安全

機能以外の安全機能を有する施設の評価については、年超過確率

10- 4の竜巻がＦ１であることから、評価に用いる 大風速はＦ１

の 大である 49m/sとする。  

「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」を参考に、想定する竜

巻の設計荷重として、「風圧力による荷重」、「気圧差による荷

重」、「飛来物による衝撃荷重」を適切に組み合わせた荷重を設

定する。  

このうち、「飛来物による衝撃荷重」の設定にあたっては、廃

棄物管理施設の敷地内において飛来物となり得るものを現地調査

により抽出した上で、運動エネルギー及び貫通力の大きさを踏ま

え、設定している。  

全ての施設を対象に影響を評価した結果、事前の廃棄物の退避

が困難な廃棄物の処理又は保管を行う施設の主要な安全機能であ

る遮蔽機能及び閉じ込め機能を有する建家、設備及び機器は、飛

来物となり得る設備の固縛や評価対象設備への飛来物の衝突を防

ぐ設備の設置により、構造健全性が維持されるように措置を講じ

る。  

消 火 設 備 の う ち ガ ス 消 火 設 備 に つ い て は 、 設 備 を 有 す る 建 家 又

は 設 備 （ セ ル 等 ） に 損 傷 は 生 じ ず 、 屋 外 に 敷 設 し て い る 配 管 の 損

傷を防止  

（３）「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」に規定されている基準

竜巻による施設の損傷を仮定し、核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物が飛来物として施設外へ飛散することがないよ

うな固縛等の措置や適切な除染係数等を考慮して周辺公衆が受け

る実効線量を評価し、 5mSvを超えない場合には、基準竜巻ではな

く、敷地及びその周辺における過去の記録を勘案して適切に設定

した竜巻により、安全機能の維持を確認できるとしている。  

竜巻により安全機能を喪失した場合の影響は、第一条（定義）

で示した評価のとおり、周辺公衆の実効線量の評価値が 5mSvを超

えないため、竜巻の想定については、敷地及びその周辺における

影響が も大きい竜巻として、 1979年 5月 27日に旭村（現  鉾田

市）で発生し、大洗町で消滅したＦ１～Ｆ２の竜巻があり、ま

た、竜巻のハザード曲線より年超過確率 10- 5の竜巻がＦ２である

ことから、安全機能を有する施設の評価に用いる 大風速はＦ２

の 大である 69 m/sとするとしている。  

 

 

 

「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」を参考に、想定する竜

巻の設計荷重として、「風圧力による荷重」、「気圧差による荷

重」、「飛来物による衝撃荷重」を適切に組み合わせた荷重を設

定する。  

このうち、「飛来物による衝撃荷重」の設定にあたっては、廃

棄物管理施設の敷地内において飛来物となり得るものを現地調査

により抽出した上で、運動エネルギー及び貫通力の大きさを踏ま

え、設定している。  

全ての施設を対象に影響を評価した結果、事前の廃棄物の退避

が困難な廃棄物の処理又は保管を行う施設の主要な安全機能であ

る遮蔽機能及び閉じ込め機能を有する建家、設備及び機器は、飛

来物となり得る設備の固縛や評価対象設備への飛来物の衝突を防

ぐ設備の設置により、構造健全性が維持されるように措置を講じ

る。  

消 火 設 備 の う ち ガ ス 消 火 設 備 に つ い て は 、 設 備 を 有 す る 建 家 又

は 設 備 （ セ ル 等 ） に 損 傷 は 生 じ ず 、 屋 外 に 敷 設 し て い る 配 管 の 損

傷を防止  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の見直し  

 

記載の見直し  

維 持 す べ き 安 全 機 能

の適正化  

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第八条-１９） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

ための対策を講じ、構造健全性を維持し、安全機能を損なわな

い設計とする。  

その他の安全機能については、地震後の施設の点検と同様、竜

巻襲来後には施設を点検することや、安全機能が喪失した設備に

ついては、あらかじめ配置している代替設備・機器（通信連絡設

備においては無線連絡設備、放射線管理設備についてはサーベイ

メータ、消火設備については消火器や消火栓設備、火災検知設

備）により、人員が現場に駆けつけて対応できることを含め、必

要な安全機能を損なわない設計とする。  

また、代替設備・機器により、人員が駆けつけて対応する施設

については、施設の損傷にあっても公衆被ばくのリスクが小さい

こと（ 0.5μ Sv未満）から、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイ

ド」を参考に、年超過確率を 10- 4として 大風速を評価（ 35m/s）

し、 F１クラスの 大風速である 49m/sにおいて、施設の構造健全

性を維持し、全ての安全機能が損なわれない設計とする。  

竜巻による影響の評価の詳細を第八条まとめ資料の別紙８－１に

示す。  

竜巻随伴事象として、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」

に基づき、火災、溢水及び外部電源喪失を考慮する。  

火災については、自動車の衝突により発生する火災の影響を評

価して、安全機能の維持に影響を与えない設計とする。  

溢水については、廃棄物管理施設内で溢水が発生した場合にお

いても、安全機能を損なわないよう、放射性物質を含む液体を内

包する容器又は配管の破損によって、放射性物質を含む液体が管

理区域外へ漏えいすることを防止できるよう堰やピットを設ける

設計とすることで、安全機能の維持に影響を与えない設計とす

る。  

外部電源喪失については、廃棄物管理施設の遮蔽機能及び閉じ

込め機能を維持するための電力は不要であることから、外部電源

喪失の影響により廃棄物管理施設の安全性が損なわれることはな

い。  

設計上想定した竜巻に対しては全ての安全機能を維持する設計

とし、 F２の 大風速の竜巻に対しては遮蔽及び閉じ込めの機能を

有する設備の構造健全性を維持して必要な場合には代替設備等の

活用により安全機能を維持する。また、 F１の 大風速に対して

は、施設の構造健全性を維持し、全ての安全機能が損なわれない

設計とする。  

 

ための対策を講じ、構造健全性を維持し、安全機能を損なわな

い設計とする。  

その他の安全機能については、地震後の施設の点検と同様、竜

巻襲来後には施設を点検することや、安全機能が喪失した設備に

ついては、あらかじめ配置している代替設備・機器（通信連絡設

備においては無線連絡設備、放射線管理設備についてはサーベイ

メータ、消火設備については消火器や消火栓設備、火災検知設

備）により、人員が現場に駆けつけて対応できることを含め、必

要な安全機能を確保する設計とする。  

 

 

 

 

 

 

竜巻による影響の評価の詳細を第八条まとめ資料の別紙８－１に

示す。  

竜巻随伴事象として、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」

に基づき、火災、溢水及び外部電源喪失を考慮する。  

火災については、自動車の衝突により発生する火災の影響を評

価して、安全機能の維持に影響を与えない設計とする。  

溢水については、廃棄物管理施設内で溢水が発生した場合にお

いても、安全機能を損なわないよう、放射性物質を含む液体を内

包する容器又は配管の破損によって、放射性物質を含む液体が管

理区域外へ漏えいすることを防止できるよう堰やピットを設ける

設計とすることで、安全機能の維持に影響を与えない設計とす

る。  

外部電源喪失については、廃棄物管理施設の遮蔽機能及び閉じ

込め機能を維持するための電力は不要であることから、外部電源

喪失の影響により廃棄物管理施設の安全性が損なわれることはな

い。  

設計上想定した竜巻に対しては全ての安全機能を維持する設計

とし、 F２の 大風速の竜巻に対しては遮蔽機能及び閉じ込め機能

を有する設備並びに消火設備のうちガス消火設備の構造健全性を

維持して必要な場合には代替設備等の活用により安全機能を維持

する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維 持 す べ き 安 全 機 能

の見直し  

維 持 す べ き 安 全 機 能

の適正化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の見直し  

記載の見直し  

維 持 す べ き 安 全 機 能

の適正化  

 

 



〔添付書類五〕 

（第八条-２６） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

しても、その荷重により、廃棄物管理施設の安全性を損なうこ

とはない。  

 

解釈第３項について  

廃棄物管理施設を設置する事業所又はその周辺において想定される廃

棄物管理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であっ

て人為によるもののうち、  

 

（１）飛来物（航空機落下等）については、施設の安全機能が損なわ

れるおそれはない。  

廃棄物管理施設は、原子炉施設のような安全上重要な構築物、系統

及び機器の設置はないものの、保守的に全ての施設を対象とするとと

もに、施設を分散して設置している施設の特徴を踏まえ、想定する標

的を 3つのエリアに分けて設定し、それぞれのエリア毎に保守的に標

的面積を設定する。具体的には、廃棄物管理施設の各建家の近接の程

度に応じて、それぞれ独立した半径 100mの円に入るように、北部の建

家を東、西に、南部は固体廃棄物減容処理施設として、 3つのエリア

に分け、 1つのエリア内にあるすべての施設の面積の総和として標的

面積を設定し評価を行う。  

また、対象航空機の種類による係数αについては、安全側に考え、

1 と設定する。  

評価にあたっては、廃棄物管理施設の現在建設中である固体廃棄物

減容処理施設も含めて各建家（全 19建家）を評価対象とする。  

評価対象とする航空機落下事故は以下のとおり選定した。  

１）計器飛行方式民間航空機の落下事故  

①飛行場での離着陸時における落下事故  

②航空路を巡航中の落下事故  

２）有視界飛行方式民間航空機の落下事故  

 

しても、その荷重により、廃棄物管理施設の安全性を損なうこ

とはない。  

 

解釈第３項について  

廃棄物管理施設を設置する事業所又はその周辺において想定される廃

棄物管理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であっ

て人為によるもののうち、  

 

（１）飛来物（航空機落下等）については、施設の安全機能が損なわ

れるおそれはない。  

廃棄物管理施設は、原子炉施設のような安全上重要な構築物、系統

及び機器の設置はないものの、保守的に全ての施設を対象とするとと

もに、施設を分散して設置している施設の特徴を踏まえ、想定する標

的を 3つのエリアに分けて設定し、それぞれのエリア毎に保守的に標

的面積を設定する。具体的には、廃棄物管理施設の各建家の近接の程

度に応じて、それぞれ独立した半径 100mの円に入るように、北部の建

家を東、西に、南部は固体廃棄物減容処理施設として、 3つのエリア

に分け、 1つのエリア内にあるすべての施設の面積の総和として標的

面積を設定し評価を行う。  

また、対象航空機の種類による係数αについては、安全側に考え、

1 と設定する。  

評価にあたっては、廃棄物管理施設の現在試運転中である固体廃棄

物減容処理施設及び使用を停止する有機廃液一時格納庫も含めて各建

家（全 19建家）を評価対象とする。  

評価対象とする航空機落下事故は以下のとおり選定した。  

１）計器飛行方式民間航空機の落下事故  

①飛行場での離着陸時における落下事故  

②航空路を巡航中の落下事故  

２）有視界飛行方式民間航空機の落下事故  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の見直し  

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第八条-３５） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

廃棄物管理施設において避雷設備等を設置する箇所は、α固体処理

棟 排 気 筒 先 端 部 、 有 機 廃 液 一 時 格 納 庫 屋 根 部 、 β ・ γ 固 体 処 理 棟 Ⅲ

排 気 筒 先 端 部 、 α 固 体 貯 蔵 施 設 屋 根 部 及 び 固 体 廃 棄 物 減 容 処 理 施 設

排気筒の 5 箇所である。これら避雷設備で廃棄物管理施設の全施設は

カ バ ー し て い な い が 、 施 設 で 取 り 扱 う 放 射 性 物 質 の 種 類 と 量 か ら 、

被 雷 に よ る 火 災 等 に よ り 放 射 性 物 質 が 漏 え い し て 放 射 線 業 務 従 事 者

及び公衆に影響を与えないよう、避雷針を設置している。  

 避雷針設置の考え方は以下のとおりである。  

建築基準法第 33 条において定められる避雷設備の設置基準「高さ

二 十 メ ー ト ル を こ え る 建 築 物 に は 、 有 効 に 避 雷 設 備 を 設 け な け れ ば

ならない。」に該当する以下の建築物に設置している。  

α 固 体 処 理 棟 排 気 筒 （ 高 さ 約 40ｍ ） 、 β ・ γ 固 体 処 理 棟 Ⅲ 排 気 筒

（高さ約 20ｍ）、固体廃棄物減容処理施設（高さ約 21ｍ）、固体廃

棄物減容処理施設排気筒（高さ約 40ｍ）  

この他、建築基準法の設置基準に該当しないが周辺の建築物の中で

も 高 い こ と 、 ま た 、 危 険 物 の 規 制 に 関 す る 政 令 に 定 め る 避 雷 設 備

の設置基準（指定数量の 10 倍以上）に該当しないが危険物の貯蔵倉

庫 で あ る こ と か ら 、 α 固 体 貯 蔵 施 設 （ 高さ 約 11ｍ ） 及 び 有 機 廃 液 一

時格納庫（指定数量の 4.8 倍）にも設置している。  

な お 、 避 雷 設 備 の 保 護 範 囲 外 の 施 設 の 自 動 火 災 報 知 設 備 に つ い て

は 、 機 能 を 損 傷 し な い よ う サ ー ジ キ ラ ー に よ り 過 電 圧 を 大 地 に 放 電

するように設計している。  

 

へ）竜巻（第８条解釈第２項）  

「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」に規定されている基準竜巻

に よ る 施 設 の 損 傷 を 仮 定 し 、 核 燃 料 物 質 又 は 核 燃 料 物 質 に よ っ て 汚

染 さ れ た 物 が 飛 来 物 と し て 施 設 外 へ 飛 散 す る こ と が な い よ う な 固 縛

の 措 置 や 適 切 な 除 染 係 数 を 考 慮 し て 周 辺 公 衆 が 受 け る 実 効 線 量 を 評

価 し 、 5mSv を 超 え な い 場 合 に は 、 基 準 竜 巻 で は な く 、 敷 地 及 び そ の

周 辺 に お け る 過 去 の 記 録 を 勘 案 し て 適 切 に 設 定 し た 竜 巻 に よ り 、 安

全機能の維持を確認できるとしている。  

竜 巻 に よ り 安 全 機 能 を 喪 失 し た 場 合 の 影 響 は 、 第 一 条 （ 定 義 ） で

示 し た 評 価 の と お り 、 敷 地 及 び そ の 周 辺 に お け る 影 響 が も 大 き い

竜巻として、 1979 年 5 

（ 削 る ）  

 

各 条 ま と め 資 料 の 統

合を図るため削除  

 

 



〔添付書類五〕 

（第八条-３６） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

月 27 日に旭村（現  鉾田市）で発生し大洗町で消滅した藤田スケー

ル F1～ F2 の竜巻があることから、評価に用いた 大風速は F2 の 大

である 69m/s とした。  

全 て の 施 設 を 対 象 に 影 響 を 評 価 し た 結 果 、 事 前 の 廃 棄 物 の 退 避 が

困 難 な 廃 棄 物 の 処 理 ま た は 保 管 を 行 う 施 設 の 主 要 な 安 全 機 能 で あ る

遮 蔽 機 能 及 び 閉 じ 込 め 機 能 を 有 す る 建 家 、 設 備 及 び 機 器 は 、 飛 来 物

と な り 得 る 設 備 及 び 機 器 の 固 縛 や 評 価 対 象 設 備 へ の 飛 来 物 の 衝 突 を

防 ぐ 設 備 の 設 置 に よ り 、 構 造 健 全 性 が 維 持 さ れ る よ う に 措 置 を 講 じ

る。  

消 火 設 備 の う ち ガ ス 消 火 設 備 に つ い て は 、 屋 外 等 に 敷 設 し て い る

配管の損傷を防止するための対策を講じる。  

そ の 他 の 安 全 機 能 に つ い て は 、 地 震 後 の 施 設 の 点 検 と 同 様 、 竜 巻

襲 来 後 に は 施 設 を 点 検 す る こ と や 、 一 部 に つ い て は 、 構 造 健 全 性 が

維 持 さ れ る 代 替 設 備 ・ 機 器 （ 通 信 連 絡 設 備 に お い て は 無 線 連 絡 設

備 、 放 射 線 管 理 設 備 に つ い て は サ ー ベ イ メ ー タ 、 消 火 設 備 に つ い て

は 消 火 器 や 消 火 栓 設 備 ） に よ り 、 人 員 が 現 場 に 駆 け つ け て 対 応 で き

る こ と を 含 め 、 機 能 を 有 す る 設 備 の 構 造 健 全 性 を 維 持 し 、 安 全 機 能

を損なわないように措置を講じる。  

ま た 、 代 替 設 備 ・ 機 器 に よ り 、 人 員 が 駆 け つ け て 対 応 す る 施 設 に

つ い て は 、 施 設 の 損 傷 に あ っ て も 公 衆 被 曝 の リ ス ク が 小 さ い こ と

（ 0.5μ Sv 未満）から、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」を参

考に、年超過確率を 10- 4 として 大風速を評価（ 35m/s）し、 F1 クラ

スの 大風速である 49m/s において、施設の構造健全性を維持し、全

ての安全機能が損なわれない設計とする。  

 

詳細評価を別紙８－１に示す。  

 

ト）火山の影響（第８条解釈第２項）  

火山の影響については、「原子力発電所の火山影響評価ガイド」を

参 考 に 、 影 響 を 確 認 し 、 廃 棄 物 管 理 施 設 へ の 影 響 が 考 え ら れ る 火 山

現 象 は 、 降 下 火 砕 物 と す る 。 降 下 火 砕 物 が 廃 棄 物 管 理 施 設 へ 降 灰 す

る 際 は 、 給 排 気 運 転 を 停 止 し 、 施 設 を 密 閉 状 態 と す る 措 置 を 講 ず る

ことにより、火山の影響を防止する措置を講じる。  

ま た 、 廃 棄 物 管 理 施 設 で 降 下 火 砕 物 が 飛 来 し 堆 積 し た 場 合 に は 、

除 去 作 業 を 開 始 す る こ と と し 、 必 要 な 保 護 具 や 資 機 材 を 予 め 用 意 す

る。  

したがって、施設の安全機能が損なわれるおそれはないとした。  

詳細評価を別紙８－２に示す。  

文 献 調 査 か ら 、 敷 地 周 辺 で 確 認 さ れ て い る 中 で も 厚 い テ フ ラ と

して、 4.5 
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〔添付書類五〕 

（第八条-３７） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

万年前の赤城鹿沼テフラがあり、それによる降下火砕物の層厚が

10cm～ 50cmであることを考慮し、降下火砕物により廃棄物管理施設

の安全性に影響が及ぶおそれがある場合には以下の対策を講じる。  

(1) 火山活動を確認後、降下火砕物が飛来し堆積した場合には、設

備を停止し、建家、設備及び機器が有する安全機能が損なわれな

いように、除去する。  

(2) 除去作業は、火山活動を確認後、降下火砕物の層厚監視を行

い、降下火砕物の作業を開始することとし、除去作業に必要な保

護具、資機材を常備する。  

な お 、 降 下 火 砕 物 の 除 去 を 行 う に あ た り 想 定 す る 降 灰 量 に つ い て

は、敷地から 寄りの火山である高原山からの距離が 90km であるこ

と を 踏 ま え 、 富 士 山 の 宝 永 噴 火 （ 1707 年 ） と 同 等 な 噴 火 が 、 そ の 位

置 で 発 生 す る と 仮 定 し た 時 、 風 向 等 の 条 件 を 同 等 と 考 慮 し た 場 合 の

降灰量は 16cm と想定され、初日の降灰量は 8cm を想定するとしてい

る。  

 

チ）森林火災（第８条解釈第２項）  

廃棄物管理施設の敷地外で発生した森林火災が敷地内の草木に延焼

し た 場 合 の 影 響 に つ い て 、 大 洗 研 究 所 外 で 発 生 し た 火 災 が 飛 び 火

し 、 敷 地 内 の 落 ち 葉 及 び 立 木 へ と 延 焼 す る シ ナ リ オ を 想 定 し 、 施 設

に隣接する立木（ 7.5 m 先）にまで燃え広がった時の施設外壁面温度

を 、 ガ イ ド を 参 考 に 独 自 の 方 法 で 評 価 し た 。 そ の 結 果 、 施 設 外 壁 温

度の 高温度は約 160℃であり、一般にコンクリートの強度に影響が

な い と さ れ て い る 耐 熱 温 度 （ 200℃ ） に は 達 し な い こ と こ と 、 ま

た 、 、 施 設 の 内 部 の 高 温 度 が 設 備 、 機 器 の 材 料 の 耐 熱 温 度 を 下 回

ることから、施設の安全機能が損なわれるおそれはない。  

 詳細評価を別紙８－３に示す。  

 

リ）生物学的事象（第８条解釈第２項）  

廃棄物管理施設の敷地内及び周辺環境から、廃棄物管理施設におい

て 想 定 さ れ る 生 物 学 的 事 象 と し て は 、 海 洋 生 物 、 小 動 物 、 微 生 物 、

昆 虫 に よ る 影 響 が 考 え ら れ る が 、 海 洋 生 物 や 微 生 物 の 影 響 は 、 海 洋

及び湖水からの取水を施設の運  
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（第八条-４７） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

別紙８－１  
 

竜巻の影響の評価について  
 

１．概要  
設計要求に基づく安全機能維持の確認として、竜巻の影響について

評価した。敷地及びその周辺における影響が も大きい竜巻として、
1979 年 5 月 27 日に旭村（現  鉾田市）で発生し大洗町で消滅した藤田
スケール F1～ F2 の竜巻があることから、評価に用いた 大風速は藤
田スケール F2 の 大である 69m/s とした。  

全ての施設を対象に影響を評価した結果、事前の廃棄物の退避が困
難な廃棄物の処理または保管を行う施設の主要な安全機能である遮蔽
機能及び閉じ込め機能を有する建家、設備及び機器は、飛来物となり
得る設備及び機器の固縛や評価対象設備への飛来物の衝突を防ぐ設備
の設置により、構造健全性が維持されることを確認した。  

消火設備のうちガス消火設備については、設備を内包する建家又は
設備（セル等）に損傷は生じず、屋外等に敷設している配管の損傷を
防止するための対策を講じることから、構造健全性を維持し、安全機
能を損なわないことを確認した。  

その他の安全機能については、地震後の施設の点検と同様、竜巻襲
来後には施設を点検することや、一部については、構造健全性が維持
される代替設備・機器（通信連絡設備においては無線連絡設備、放射
線管理設備についてはサーベイメータ、消火設備については消火器や
消 火 栓 設 備 ） に よ り 、 人 員 が 現 場 に 駆 け つ け て 対 応 で き る こ と を 含
め、機能を有する設備の構造健全性が維持されることを確認した。  

これらのことから、竜巻にあっても設備が有する安全機能は達成さ
れ、廃棄物管理施設は安全性を損なわない（資料 2 参照）。  

また、代替設備・機器により、人員が駆けつけて対応する施設につ
い て は 、 施 設 の 損 傷 に あ っ て も 公 衆 被 曝 の リ ス ク が 小 さ い こ と （ 0.5
μ Sv 未満、資料 3 参照）から、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイ
ド 」 を 参 考 に 、 年 超 過 確 率 を 10- 4 と し て 大 風 速 を 評 価 （ 35m/s）
し、藤田スケール F1 クラスの 大風速である 49m/s において、施設
の構造健全性を維持し、全ての安全機能が損なわれない設計方針とし
た。  

 
２．構造健全性評価の対象の安全機能について  

維持を確認しなければならない安全機能は、一般公衆等への影響の
観点から、遮蔽機能及び閉じ込め機能とし、これらの機能を有する設
備、または、これを内包する設備を有する施設について、全てを構造
健全性評価の対象とした。また、竜巻襲来時に火災が発生した場合を
考慮して、消火設備のうちガス消火設備も評価の対象とした。  

具体的には、遮蔽機能または閉じ込め機能（内包する廃棄物を保持
す る 機 能 を 含 む ） を 有 す る 廃 棄 物 管 理 施 設 の 建 家 、 設 備 及 び 機 器 の
他、消火設備のうちガス消火設備を内包する建家又は設備（セル等）
を対象とした。  

 
３．飛来物の評価について  
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（第八条-４９） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

なった施設の設備に対して評価し、 後に、建家及び設備に貫通ま
た は 裏 面 剥 離 が 生 じ る と の 結 果 に な っ た 施 設 の 機 器 に つ い て 評 価 し
た。  

なお、設備及び機器の評価において、地下から立ち上がっている構
造のものについては、地下部が横方向から支えられているため、転倒
よりもせん断または曲げに対する許容荷重が小さくなることから、風
圧及び飛来物による荷重との比較は、せん断または曲げに対する許容
荷重とした。  

評価結果を表 3 から表 8 に示す。また、施設の主要な安全機能と評
価のまとめ及び対策等を表 9 に示す。  

評価の結果、廃棄物の退避が困難な廃棄物の処理または廃棄物の保
管を行う施設の遮蔽機能及び閉じ込め機能が損なわれないことを確認
した。また、自動消火の機能を有する消防設備を内包する建家が損傷
しないことを確認した。  

本評価の前提条件となるハード対策及びソフト対策の具体例は次の
とおりである。  

 
(1) ハード対策  

①  固体廃棄物減容処理施設の周り を除き、マンホール蓋及びエア
コン室外機を固縛することにより、飛来物とならないようにす
る。  

②  廃液処理棟については、飛来物 の衝突による装置の配管の損傷
を防止するための設備を設ける。  

③  有機廃液一時格納庫については 、保管容器飛散による損傷を防
止するため、保管容器を固縛する。  

④  α一時格納庫については、飛来 物の衝突による廃棄物の損傷を
防 止 す る た め 、 廃 棄 物 （ 特 に 地 上 階 に あ る も の ） を 鋼 板 で 覆
う。  

⑤  消火設備のうちガス消火設備に ついては、屋外等に敷設してい
る配管の損傷を防止するための設備を設ける。  

 
(2) ソフト対策  

①  駐車場に駐車する自動車は、そ の種類及び飛来距離等により、
駐車場所を制限し、飛来物となる範囲を限定する。  

②  竜巻警報が発生した場合は、直 ちに廃棄物の処理等の作業を中
止する。  

③  作業中止後、β・γ固体処理棟 Ⅰ及びβ・γ固体処理棟Ⅱの廃
棄物はβ・γ一時格納庫Ⅱへ移動し て保管する。また、廃液処 理
棟及び管理機械棟の分析フード内に ある廃棄物はそれぞれの施 設
の保管容器に入れて保管する。  

④  廃棄物の移動・保管の後、設備 を停止し、作業員は安全な場所
（建家または室）に退避する。  

 
なお、ソフト対策を施すための時間的な余裕については「資料 4 大

洗研究所における竜巻襲来予想時間について」に示す。  
 

６．安全機能の評価について  
(1) 遮蔽機能及び閉じ込め機能  
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（第八条-５２） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

健全性は維持され、鉄骨に支持されているクレーンが落下することは

ないと考えられる。  

 

(6) 廃棄機能  

廃棄物を取り扱う設備・機器を有する施設を除き、本機能を有する設

備に損傷はない。  

廃棄物を取り扱う設備・機器を有する施設については、竜巻警報が出

た際は、直ちに装置の運転を停止し、取り扱っている廃棄物を静置して

取り扱いを停止した後に、廃棄機能を有する設備・機器の運転を停止す

る。廃棄機能有する設備・機器に損傷があった場合は、地震後と同様に

実施する竜巻後の点検でこれを確認でき、必要に応じて、構造健全性が

維持される代替設備・機器で人員により対応することができるため、本

機能を有する廃棄物管理施設の構造健全性は維持される。  

 

(7) 管理機能  

廃棄物を取り扱う設備・機器を除き、機能を有する設備・機器に損傷

はない。  

廃棄物を取り扱う設備・機器を有する施設については、竜巻警報が出

た際は、直ちに取り扱っている廃棄物を静置して取り扱いを停止するた

め、廃棄物を取り扱う設備・機器の管理機能は不要となる。本機能を有

する設備・機器に損傷があった場合は、地震後と同様に実施する竜巻後

の点検でこれを確認でき、必要に応じて、構造健全性が維持される代替

設備・機器で人員により対応することができるため、本機能を有する廃

棄物管理施設の構造健全性は維持される。  

 

(8) 電源機能  

竜巻警報直後に作業を中止し設備・機器を停止すること、構造健全性

が維持される代替設備・機器により設備・機器への給電が可能であるこ

とから、本機能を有する廃棄物管理施設の構造健全性は維持される。  

 

(9) 通信連絡機能  

作業員及び一時立入者は現場から退避していることから、竜巻襲来時

に現場と通信連絡をすることはなく、また、竜巻通過後に現場に立ち入

る際は、構造健全性が維持される代替設備・機器により対応することが

で き る た め 、 本 機 能 を 有 す る 廃 棄 物 管 理 施 設 の 構 造 健 全 性 は 維 持 さ れ

る。  

 

７．代替設備・機器により人員が駆けつけて対応する施設について  

(1) 概要  

代替設備・機器により、人員が駆けつけて対応する施設については、

施設の損傷にあ  
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（第八条-５３） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

っても公衆被曝のリスクが小さいことから、「原子力発電所の竜巻影

響 評 価 ガ イ ド 」 を 参 考 に 、 年 超 過 確 率 を 10- 4 と し て 大 風 速 を 評 価

（ 35m/s）し、 F1 クラスの 大風速である 49m/s において、施設の構造

健全性を維持し、全ての安全機能が損なわれない設計方針とした。  

 

(3) ハザード曲線から求めた竜巻の 大風速  

「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」の年超過確率 10- 5 を参考に、

廃棄物管理施設のうち、代替設備・機器により人員が駆けつけて対応す

る施設に対しては、施設の損傷にあっても公衆被曝のリスクが小さいこ

と（ 0.5μ Sv 未満、資料 3 参照）から、一桁大きい年超過確率 10- 4 を設

定した。  

竜 巻 の ハ ザ ー ド 曲 線 か ら 求 め た 年 超 過 確 率 10- 4 の 竜 巻 の 大 風 速 は

35m/s である。  

なお、ハザード曲線の算定条件は、算定範囲が竜巻等の突風データベ

ース、検討地域範囲が海側及び陸側 5km 範囲内、確率分布にポリヤ分布

を使用した。  

 

(4) 竜巻への対応  

大風速 35m/s の竜巻は藤田スケール F1 クラスの竜巻であることか

ら、藤田スケール F1 クラスの竜巻の 大風速 49 m/s に対し、施設の構

造健全性を維持し、全ての安全機能が損なわれない設計方針とする。ま

た、 大風速 35m/s を超える竜巻に対しては、必要に応じて、気圧差を

低減する構造を施設に付加することとする。  

参考として、表 9 に示す、建家の壁が NG または裏面剥離となった施

設 に つ い て 、 大 風 速 49 m/s の 竜 巻 に 対 す る 建 家 の 壁 の 構 造 健 全 性

を、竜巻影響評価ガイドに基づいて概略評価した。評価結果を表 10 に

示す。ここで、健全性が維持できない結果となった施設については補強

を行う。  
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藤田スケール

大風速

ＶD

【m/s】

移動速度

ＶT

【m/s】

大接線風速

ＶRm

【m/s】

大接線風速半径

Ｖm

【m】

大気圧低下量

ΔPmax
【hPa】

大気圧低下率

(dP/dt)max
【hPa/s】

Ｆ２ 69 10 59 30 42 15

Ｆ１ 49 7 42 30 22 6

表1　竜巻の特性値
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軽自動車 乗用車 ミニバン ワゴン 大型バス＊

サイズ【mm】

　長さ 4200 2000 3400 5000 4885 5200 11990 1900 819 320 500

　幅 300 50 1500 2000 1840 1900 2490 600 1378 940 500

　奥行、高さ、厚さ 200 50 1500 1300 1905 2300 3520 1200 1830 1430 10

質量【kg】 135 8 710 2000 2110 1890 13080 25 450 128 19

空力パラメータ

　値 0.0065 0.0057 0.0116 0.0070 0.0069 0.0092 0.0035 0.1093 0.0076 0.0099 0.0089

　浮き上がり（≧0.0059） 有 無 有 有 有 有 無 有 有 有 有

大飛散距離【m】 2.23 0 90.68 5.63 4.32 39.97 0 0.01 11.16 53.82 33.29

大飛散高さ【m】 0.01 0 4.64 0.03 0.02 0.55 0 0.01 0.09 1.52 0.39

大水平速度

 MＶHmax【m/s】
8.6 0 27.3 13.0 11.5 24.2 0 0.1 17.1 25.6 23.6

大鉛直速度

 MＶVmax【m/s】
0.2 0 6.8 0.3 0.3 2.2 0 0.1 0.8 3.6 2.0

衝撃荷重【kN】 49 － 352 232 151 579 － 0.1 159 260 1052

貫通限界厚さ【mm】

　水平方向

　　コンクリート板 57 － 93 74 68 120 － 0.1 108 56 82

　　鋼板 0.8 － 1.9 1.2 1.0 2.2 － 0.1 1.1 1.5 3.0

　鉛直方向

　　コンクリート板 1 － 27 2 2 13 － 0.1 6 10 9

　　鋼板 0.1 － 0.3 0.1 0.1 0.1 － 0.1 0.1 0.1 0.1

裏面剥離限界厚さ【mm】

　水平方向

　　コンクリート板 144 － 255 221 211 325 － 0.1 277 150 167

　鉛直方向

　　コンクリート板 9 － 100 17 16 63 － 0.1 33 40 31

表中の下線付き数字は各項目の 大値

自動車
飛来物の種類 鋼製材 鋼製パイプ＊ エアコン

室外機
マンホール蓋自動販売機自転車

＊：鋼製パイプ、大型バスについては、飛来物とならないため、衝撃荷重、貫通限界厚さ及び裏面剥離限界厚さを算出しなかった。

表2-1　飛来物による衝撃荷重、貫通限界厚さ及び裏面剥離限界厚さ（藤田スケール：Ｆ２）
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軽自動車＊ 乗用車＊ ミニバン＊ ワゴン＊ 大型バス＊

サイズ【mm】

　長さ 4200 2000 3400 5000 4885 5200 11990 1900 819 320 500

　幅 300 50 1500 2000 1840 1900 2490 600 1378 940 500

　奥行、高さ、厚さ 200 50 1500 1300 1905 2300 3520 1200 1830 1430 10

質量【kg】 135 8 710 2000 2110 1890 13080 25 450 128 19

空力パラメータ

　値 0.0065 0.0057 0.0116 0.0070 0.0069 0.0092 0.0035 0.1093 0.0076 0.0099 0.0089

　浮き上がり（≧0.0117） 無 無 無 無 無 無 無 有 無 無 無

大飛散距離【m】 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0

大飛散高さ【m】 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0

大水平速度

 MＶHmax【m/s】
0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0

大鉛直速度

 MＶVmax【m/s】
0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0

衝撃荷重【kN】 － － － － － － － 0.04×10-3 － － －

貫通限界厚さ【mm】

　水平方向

　　コンクリート板 － － － － － － － 0.1 － － －

　　鋼板 － － － － － － － 0.1×10-3 － － －

　鉛直方向

　　コンクリート板 － － － － － － － 0.1×10-3 － － －

　　鋼板 － － － － － － － 0.1×10-3 － － －

裏面剥離限界厚さ【mm】

　水平方向

　　コンクリート板 － － － － － － － 0.1×10-3 － － －

　鉛直方向

　　コンクリート板 － － － － － － － 0.1×10-3 － － －

マンホール蓋＊

＊：自転車以外については、飛来物とならないため、衝撃荷重、貫通限界厚さ及び裏面剥離限界厚さを算出しなかった。

表2-2　飛来物による衝撃荷重、貫通限界厚さ及び裏面剥離限界厚さ（藤田スケール：Ｆ１）

飛来物の種類 鋼製材＊ 鋼製パイプ＊

自動車
自転車 自動販売機＊ エアコン＊

室外機
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〔添付書類五〕 

（第八条-６９） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

ル等 )の天井の評価において建家内部に評価対象である設備 (セル等 )を

有しない場合および未評価の場合はＤＦを 1 とする。また、建家および

設備 (セル等 )の内部にある機器についてもＤＦを 1 とする。（表 1 参

照）  

 

 上述のＤＦで、地震及び竜巻に対する評価と同様の手法にて評価する

と、廃棄物管理施設（放出前廃液を貯留する排水監視施設を除く 18 施

設）を合計した内部被曝は 90μ Sv 未満である。  

また、廃棄物管理施設の遮蔽機能を有する設備の一部が損傷するが、

スカイシャイン線等による外部被曝は、降灰があっても固体集積保管場

Ⅰの遮蔽壁の過大な変形はなく、遮蔽スラブの落下は生じないため、廃

棄物管理事業変更許可申請書の添付書類七の「 2.2 遮蔽機能喪失による

周辺監視区域外の一般公衆の実効線量」に記載の評価結果等から、 大

でも 50μ Sv である。  

 

 

 これらのことから、公衆被曝は 大でも 1mSv 未満であり、 5mSv を超

えない。  

 よ っ て 、 火 山 の 影 響 に 対 し て も 安 全 上 重 要 な 施 設 は な い 。  

 

４．設計要求の評価  

 原子力発電所の火山影響評価ガイドに基づき、敷地から半径 160km の

範囲において第四紀に活動した火山のうち、文献調査等から将来の活動

可能性があるとした 13 火山を抽出した。なお、降下火砕物の設定につ

いては、安全上重要な施設はないため、核燃料施設等における竜巻・外

部火災の影響による損傷の防止に関する影響評価に係る審査ガイドのグ

レーデッドアプローチの考え方を参考に、敷地及びその周辺における過

去の記録を考慮して設定した。   

 

過去の記録として、気象庁のデータ（日本活火山総覧（第 4 版），気

象庁発行）を基に、「有史以降の火山活動」の欄から敷地周辺に影響の

あった火山を抽出した結果、浅間山、富士山、桜島の 3 火山の噴火が該

当した。   

上記 3 火山 (4 噴火 )に対し、文献を基に降灰量を詳細に調査した結

果、敷地及びその周辺における降下火砕物の層厚は極微量であったこと

から、施設の設計要求としては、降下火砕物は考慮しない。   

しかし、文献調査から、敷地周辺で確認されている中で も厚いテフ

ラとして、 4.5 万年前の赤城鹿沼テフラがあり、それによる降下火砕物

の層厚は 50cm であり、降下火砕物の影響に対し、以下の防護対策を講

じることとしたい。   
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別紙８－５  

 

廃棄物管理施設の航空機落下確率について  

 

廃棄物管理施設の航空機落下確率を、「実用発電用原子炉施設への航

空機落下確率に対する評価基準について（内規）（平成 14・ 07・ 29 原

院第 4 号、一部改正  平成 21・ 06・ 25 原院第 1 号）」（以下「評価基

準」という。）に基づき、以下のとおり算出した。  

 

（１）評価対象とする施設  

評 価 基 準 に 基 づ き 、 廃 棄 物 管 理 施 設 の 現 在 建 設 中 で あ る 固 体 廃 棄

物減容処理施設も含めて各建家（全 19 建家）を評価対象とする。な

お、建家の面積は、評価基準に基づき標準標的面積である 0.01km2 及

び実面積（ 0.00005～ 0.00307 km2）を用いた。  

 

（２）  評価項目  

１）計器飛行方式民間航空機の落下事故  

①飛行場での離着陸時における落下事故  

大洗研究所から約 15 ㎞の距離にある百里飛行場（茨城空港：平

成 22 年 3 月 11 日開港）について評価  

②航空路を巡航中の落下事故  

    対 象 航 空 路 ： R211 （ SWAMP － COMET ） 、 IXE-SWAMP （ GLAX-

SWAMP ） 、 Y30 （ SWAMP － COMET ） 、 Y108 （ CVC-

DAIGO）を評価。なお、 Y30、 Y108 は RNAV 経路。  

  ２）有視界飛行方式民間航空機の落下事故  

    大型／小型固定翼機、大型／小型回転翼機を対象として評価  

  ３）自衛隊又は米軍機の落下事故  
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